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○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和４年３月１５日厚生労働省告示第６８号）」が告示されたことに伴い、令和４年

度の非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和４年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。


附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行し、

令和５年３月３１日から適用する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。







○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和４年３月１５日厚生労働省告示第６８号）」が告示されたことに伴い、令和４年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和４年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。


附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行し、

令和５年３月３１日から適用する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和３年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和４年３月１５日厚生労働省告示第６８号）」が告示されたことに伴い、令和４年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和４年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、▲．▲▲▲％を用いる。



附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行し、

令和５年３月３１日から適用する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和３年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和４年３月１５日厚生労働省告示第６８号）」が告示されたことに伴い、令和４年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。

附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行し、

令和５年３月３１日から適用する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和３年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和５年３月６日厚生労働省告示第６０号）」が告示されたことに伴い、令和５年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和５年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。

附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和５年３月６日厚生労働省告示第６０号）」が告示されたことに伴い、令和５年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和５年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。
附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行する。



	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和４年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。






○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和５年３月６日厚生労働省告示第６０号）」が告示されたことに伴い、令和５年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和５年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、△．△△△％を用いる。
附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和４年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。







○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財政運営規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財政運営規程変更理由書
この規程変更は、「確定給付企業年金法施行規則第５５条第１項第１号に規定する予定利率の一部を

改正する件（令和５年３月６日厚生労働省告示第６０号）」が告示されたことに伴い、令和５年度の
非継続基準の財政検証における最低積立基準額の算定に用いる予定利率を定めるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、厚生労働省告示による予定利率とする。
附　則

この規程は、令和５年○月○日から施行する。


	３．非継続基準の財政検証

（１）　（略）
（２）財政検証で用いる予定利率

　　令和４年度財政検証において、最低積立基準額の算定の基礎となる予定利率は、○．○○○％を用いる。





〇〇〇〇企業年金基金監事監査規程の一部を変更する規程（案）
〇〇〇〇企業年金基金監事監査規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
監事監査規程変更理由書
この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（令和４年１２月２３日付年企発1223第２号）の発出に伴い、企業年金基金において、オンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により監事監査を実施することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文


	新
	旧

	（監査の種類）
第〇条　
　監査は、定例監査及び特別監査とし、書面、実地又はオンライン会議システム等のデジタル技術を活用した方式により実施するものとする。
　附　則
この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。


	（監査の種類）
第〇条　
　監査は、定例監査及び特別監査とし、書面又は実地により行うものとする。




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第２１１号）」の施行に伴い、給付の裁定請求において、請求書に添付が必要とされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けることにより当該裁定に係る生年月日の確認が行われた場合にあっては、これらの書類の添付を不要とすることを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（裁定）

第４７条　（略）

２　（略）
３　第１項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類（以下この条において「基本添付書類」という。）を添付して、基金に提出することによって行う。

４～５　（略）
６　前３項の規定にかかわらず、基金の委託を受けた企業年金連合会（法第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、第３項の請求書に基本添付書類を添付することを要しない。

（中途脱退者の選択）
第９６条　（略）
一　（略）
二　第１００条第１項の規定に基づき、速やかに、脱退一時金相当額を連合会へ移換することを申し出ること。

（届出）
第１２８条　（略）
２ 　（略）
３ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書をこの基金に提出しなければならない。ただし、この基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、この基金により生存の事実が確認された者は、この限りでない。
　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。



（業務の委託）
第１２４条 この基金は、○○会社に次の各号に掲げる業務を委託する。
一～四 （略）
２ 基金は、前項に規定する業務のほか、連合会に、給付の支給を行うために必要となる加入者等に関する情報の収集・整理又は分析に関する業務を委託することができる。
	（裁定）

第４７条　（略）

２　（略）
３　第１項の規定による給付の裁定の請求は、受給権者の氏名、性別、生年月日及び住所を記載した請求書に、生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。）の証明書又は戸籍の抄本その他の生年月日を証する書類を添付して、基金に提出することによって行う。
４～５　（略）
（新設）　

（中途脱退者の選択）
第９６条　（略）
一　（略）
二　第１００条第１項の規定に基づき、速やかに、
脱退一時金相当額を企業年金連合会（法第９１条
の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以
下「連合会」という。）へ移換することを申し出
ること。
（届出）
第１２８条　（略）
２ 　（略）
３ 年金給付の受給権者は、毎年１回生存に関する届書をこの基金に提出しなければならない。ただし、この基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう）の提供を受けた場合であって、この基金により生存の事実が確認された者は、この限りでない。
（業務の委託）
第１２４条 この基金は、○○会社に次の各号に掲げる業務を委託する。
一～四 （略）
（新設）





〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を変更する規程（案）
〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
給付規程変更理由書
この規程変更は、「国民年金基金規則等の一部を改正する省令（令和２年厚生労働省令第２１１号）」の施行に伴い、給付の裁定請求において、請求書に添付が必要とされている生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本等について、住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）の規定により地方公共団体情報システム機構から情報の提供を受けることにより当該裁定に係る生年月日の確認が行われた場合にあっては、これらの書類の添付を不要とすることを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文

	新
	旧

	（老齢給付金に係る年金の裁定請求）
第〇条　（略）
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が企業年金連合会又は実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。

（１）生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ）の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類

３　基金の委託を受けた企業年金連合会（法第９１条の２第１項に規定する企業年金連合会をいう。以下「連合会」という。）が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。以下同じ。）の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、前項第１号に定める書類を添付することを要しない。

	（老齢給付金に係る年金の裁定請求）
第〇条　（略）
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が企業年金連合会又は実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。

（１）生年月日に関する市町村長（特別区の区長を含むものとし、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１９第１項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ）の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類

（新設）


	（脱退一時金の裁定請求）
第〇条　脱退一時金について、規約第○○条の　規定による裁定を受けようとする者は、「給付金請求書兼繰下げ申出書」を、この基金に提出しなければならない。
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。
（１）生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類
３３　基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、基金により当該受給権者に係る生年月日の確認が行われたときは、前項第１号に定める書類を添付することを要しない。
　

	（脱退一時金の裁定請求）
第0条 脱退一時金について、規約第○○条の
規定による裁定を受けようとする者は、「給付金請求書兼繰下げ申出書」を、この基金に提出しなければならない。
２　前項の請求書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。ただし、基金が実施事業所から個人番号を収集する場合は、第２号の書類の提出は行わない。
（１）生年月日に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本その他生年月日を証する書類

（２）法令に定める書類に個人番号の記載が必要な場合にあっては、個人番号確認書類及び身元（実在）確認書類
（新設）



	新
	旧

	
（生存に関する届書の提出）
第○条　（略）

２　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

３　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

４　第１項の規定にかかわらず、基金は、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けた場合であって、この基金により、生存の事実が確認された者について、前項各号に規定する届書の提出の省略を認めることができる。

　附　則
この規程は、令和〇年〇月〇日から施行する。


	（生存に関する届書の提出）
第○条　（略）

２　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

３　（略）

　（１）（略）

　（２）（略）

４　第１項の規定にかかわらず、基金は、基金の委託を受けた連合会が住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第３０条の９の規定により年金給付の受給権者に係る本人確認情報（同条に規定する機構保存本人確認情報をいう。）の提供を受けた場合であって、この基金により、生存の事実が確認された者について、前項各号に規定する届書の提出の省略を認めることができる。






〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を変更する規程（案）
〇〇〇〇企業年金基金給付規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
　　
給付規程変更理由書
この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課の令和４年５月１８日付事務連絡「企業年金連合会からの照会事項についての回答」の発出に伴い、住民基本台帳ネットワークの死亡情報により失権処理を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
【注】さらに、日本年金機構の年金個人情報（死亡失権情報）による失権処理も行う場合、以下のとおりとなります。
この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課の令和４年５月１８日付事務連絡「企業年金連合会からの照会事項についての回答」の発出に伴い、住民基本台帳ネットワークの死亡情報もしくは日本年金機構の年金個人情報（死亡失権情報）により失権処理を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文

	新
	旧

	（受給者死亡による失権処理の特例）
第〇条　
連合会が住民基本台帳法第３０条の９の　　
規定により受給権者に係る機構保存本人
確認情報の提供を受けた場合であって、基
金により死亡の事実が確認されたときは、
当該情報をもって失権処理を行うことができるものとする。
２　前項に基づき失権処理を行った場合であ
っても、第〇条に規定する書類の提出を届
出義務者に求めることとする。

※さらに、日本年金機構の保有する年金個人情報（死亡失権情報）による失権処理も行う場合は、以下のとおり変更してください。
（受給者死亡による失権処理の特例）
第〇条　
連合会が住民基本台帳法第３０条の９の　　
規定により受給権者に係る機構保存本人
確認情報もしくは日本年金機構の保有す
る年金個人情報（死亡失権情報）の提供を
受けた場合であって、基金により死亡の事実が確認されたときは、当該情報をもって失権処理を行うことができるものとする。
２　前項に基づき失権処理を行った場合であ
っても、第〇条に規定する書類の提出を届
出義務者に求めることとする。

	
（新設）
（新設）






〇〇〇〇企業年金基金個人情報保護管理規程の一部を変更する規程（案）

〇〇〇〇企業年金基金個人情報保護管理規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

個人情報保護管理規程変更理由書
この規程変更は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」（令和２年法律第４４号）および
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和３年法律第３７号）の施行により、「個人情報の保護に関する法律」が改正されたことに伴い、〇〇〇〇企業年金基金個人情報保護管理規程において、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文

	新
	旧

	（目的）

第○条　本規程は、個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号。以下「法」という。）、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及び関連する法令等（以下「法令等」という。）に基づき、個人情報保護の重要性に鑑み、○○企業年金基金（以下「基金」という。）における加入者及び加入者であった者（以下「加入者等」という。）の個人情報の漏えい、滅失及び毀損等（以下「漏えい等」という。）を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
（定義）
第○条　本規程において「個人情報」とは、法第２条第１項に規定する個人情報をいう。
２　本規程において「個人情報データベース等」とは、法第１６条第１項に規定する個人情報データベース等をいう。
３　本規程において「個人データ」とは、法第１６条第３項に規定する個人データをいう。
４　本規程において「保有個人データ」とは、法第１６条第４項に規定する保有個人データをいう。
５　本規程において「本人」とは、法第２条第４項に規定する本人をいう。
６　本規程において「従業者」とは、基金にあって、直接又は間接に基金の指揮監督を受けて、基金の業務に従事している者をいう。

７　本規程において「仮名加工情報」とは、法第２条第５項に規定する仮名加工情報をいう。
８　本規程において「匿名加工情報」とは、法第２条第６項に規定する匿名加工情報をいう。
９　本規程において「個人関連情報」とは、法第２条第７項に規定する個人関連情報をいう。
（適用）

第○条　本規程は、従業者に適用する。
２　本規程は、基金が取り扱う加入者等に係る個人情報を対象とする。
３　本規程に定めのない基金における特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号及びこれをその内容に含む個人情報をいう。以下同じ。）の取扱いに関しては、別に定める特定個人情報取扱規程の定めに従う。
４　本規程に定めのない事項については、法令等に従う。

（情報漏えい等事案への対応）

第〇条　基金は、個人データの漏えい等の事案が発覚した場合は、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。
一　基金内部における個人データ管理責任者への報告及び被害の拡大防止
　二　事実関係の調査及び原因の究明
　三　影響範囲の特定
　四　再発防止策の検討及び実施
　（削除）
　（削除）
　五　地方厚生（支）局長への速やかな報告
２　基金は、漏えい等その他の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報の保護に関する法律施行規則（平成28年個人情報保護委員会規則第３号。以下「個人情報保護委員会規則」という。）で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。
３　基金は、前項に規定する場合には、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
４　基金は、個人データの漏えい等の事案が発覚した場合（第２項に規定する場合を除く。）は、影響を受ける可能性のある本人への連絡等を行うよう努めるものとする。
５　基金は、個人データの漏えい等の事案が発覚した場合は、事実関係及び再発防止策等について、速やかに公表するよう努めるものとする。
（不適正な利用の禁止）
第〇条の２　基金は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならない。
（公表等）
第〇条　基金は、個人情報を取り扱うにあたって、基金のホームページに掲載すること、または基金の窓口に備え付けることにより、次に掲げる事項を公表することとする。
一　基金の名称
二　基金の住所
三　基金の代表者名（理事長名）

四　保有個人データの利用目的
五　加入者等からの保有個人データの利用目的の通知の求め、当該本人を識別する保有個人データの開示、訂正、追加若しくは削除、利用の停止若しくは消去又は第三者提供の停止（以下「開示等」という。）の請求に応じる手続

六　保有個人データの安全管理のために講じた措置（本人の知り得る状態（本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。）に置くことにより当該保有個人データの安全管理に支障を及ぼすおそれがあるものを除く。）

七　苦情又は相談の窓口
２ 前項第五号の開示等の請求を受け付ける方法は、●●（例：理事長）が別に定める。
（第三者提供）

第○条　基金は、第三者が次に掲げる事項を遵守することを了承した場合に限り、個人データ（特定個人情報を除く。以下この章において同じ。）を当該第三者に提供することができる。
一　当該個人データの改ざん及び複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く。）をしないこと

二　（略）

三　（略）

四　（略）
五　当該個人データの漏えい等の事案が発覚した場合の基金への報告
２（略）
３（略）
４　第２項の規定にかかわらず、基金は、あらかじめ次に掲げる事項を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合は、本人の同意を得ることなく、個人データを当該第三者に提供することができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報（法第２条第３項に規定する要配慮個人情報をいう。以下同じ。）又は法第20条第１項の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者（法第16条第２項に規定する個人情報取扱事業者をいう。以下同じ。）から法第27条第２項の規定により提供されたものである場合は、この限りでない。
一　基金の名称及び住所並びに代表者の氏名
二　第三者への提供を利用目的とすること
三　第三者に提供する個人データの項目
四　第三者に提供する個人データの取得の方法
五　第三者への提供の方法
六　本人の求めに応じて当該本人の識別される個人データの第三者への提供を停止すること
七　本人の求めを受け付ける方法
八　前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項
５　基金は、前項第１号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定による個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第３号から第５号まで、第７号又は第８号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。
６　基金は、他の個人情報取扱事業者又は行政機関が保有する個人データ等の提供を受ける場合は、第１項各号の規定を遵守するものとする。


（第三者提供を受ける際の確認等）

第○条　基金は、第三者から個人データの提供を受けるとき（第〇条第３項各号に該当する場合を除く。）は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一　当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）の氏名

二　（略）

２　基金は、前項の確認を行ったときは、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。

　一　（略）
　二　（略）

　三　前２号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項

３　（略）


（委託等に基づく提供）

第○条　次に掲げる場合において、前３条の規定の適用については、基金から個人データの提供を受ける者は、第三者に該当しないものとする。

　一　（略）

　二　（略）

三　特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
２　基金は、前項第３号に規定する個人データの管理について責任を有する者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったときは遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
（開示）
第〇条　基金は、本人から基金が保有する当該本人が識別される保有個人データ又は第三者提供記録（法第29条第１項及び法第30条第３項の記録（その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして個人情報の保護に関する法律施行令（平成15年政令第507号）で定めるものを除く。）をいう。）について、電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示の請求があったときは、当該本人が請求した方法（当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法）により、遅滞なく、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録を開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一　（略）
二　（略）
三　（略）
（訂正等）
第○条　基金は、本人から当該本人が識別される保有個人データについて訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）の請求があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
（利用停止等）
第〇条　基金は、本人から当該本人が識別される保有個人データが違法に取り扱われている又は違法に取得されたものであるとして、当該保有個人データの利用の停止又は消去（以下「利用停止等」という。）の請求があった場合で、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な範囲で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。
２　基金は、本人から当該本人が識別される保有個人データが違法に第三者に提供されているとして、当該第三者への提供の停止の請求があった場合、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止しなければならない。
３　前２項の規定にかかわらず、基金は、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止について、多額の費用を要することなどにより当該措置をとることが困難な場合は、本人の権利利益を保護するために必要なそれに代わるべき措置をとることができる。
４　基金は、本人から、当該本人が識別される保有個人データを基金が利用する必要がなくなった場合又は当該保有個人データに係る第13条第2項に規定する事態が生じた場合その他当該保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある場合であるとして、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止の請求を受けた場合であって、その請求に理由があることが判明したときは、法第35条第６項の規定に基づき速やかに対処する。


（本人あて通知）
第〇条　基金は、前３条の開示等に関する対処の結果等について、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。
２　前項の対処の結果等が、本人から求められ、又は請求されたものと異なるものである場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
（要配慮個人情報の取扱い）
第〇条　基金は、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得しないものとする。ただし、法第20条第２項各号に基づき取得する場合は、この限りでない。
（仮名加工情報・匿名加工情報及び個人関連情報の取扱い）
第〇条　基金は、加入者等の個人情報を加工して得られる仮名加工情報（法第１６条第５項に規定する仮名加工情報データベース等を構成するものに限る。）及び匿名加工情報（同条第６項に規定する匿名加工情報データベース等を構成するものに限る。）を作成しないものとする。
２　基金は、個人関連情報（法第１６条第７項 に規定する個人関連情報データベース等を構成するものに限る。）を第三者に提供しないものとする。


附　則

この規程は、令和○年〇月〇日から施行し、
令和４年４月１日から適用する。

	（目的）

第○条　本規程は、個人情報の保護に関する法律（平成15年５月30日法律第57号。以下「法」という。）、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン及び関連する法令等（以下「法令等」という。）に基づき、個人情報保護の重要性に鑑み、○○企業年金基金（以下「基金」という。）における加入者及び加入者であった者（以下「加入者等」という。）の個人情報の漏えい、滅失及びき損等（以下「漏えい等」という。）を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。
（定義）
第○条　本規程において「個人情報」とは、法第２条第１項に規定する個人情報をいう。
２　本規程において「個人情報データベース等」とは、法第２条第４項に規定する個人情報データベース等をいう。
３　本規程において「個人データ」とは、法第２条第６項に規定する個人データをいう。
４　本規程において「保有個人データ」とは、法第２条第７項に規定する保有個人データをいう。
５　本規程において「本人」とは、法第２条第８項に規定する本人をいう。
６　本規程において「従業者」とは、基金にあって、直接又は間接に基金の指揮監督を受けて、基金の業務に従事している者をいう。

（新設）
（新設）
（新設）
（適用）

第○条　本規程は、従業者に適用する。
２　本規程は、基金が取り扱う個人情報を対象とする。
３　本規程に定めのない基金における特定個人情報（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年５月３１日法律第２７号）第２条第５項に規定する個人番号及びこれをその内容に含む個人情報をいう。）の取扱いに関しては、別に定める特定個人情報取扱規程の定めに従う。
４　本規程に定めのない事項については、法令等に従う。

（情報漏えい等事案への対応）

第〇条　基金は、個人データの漏えい等の事案が発覚した場合は、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
（新設）
　一　事実関係の調査及び原因の究明

　二　影響範囲の特定

　三　再発防止策の検討及び実施

　四　影響を受ける可能性のある本人への連絡等

　五　事実関係及び再発防止策等の公表

　六　個人情報保護委員会への報告及び所轄の厚生局長への報告
（新設）
（新設）
（新設）
（新設）

（新設）
（公表等）
第〇条　基金は、個人情報を取り扱うにあたって、基金のホームページに掲載すること、または基金の窓口に備え付けることにより、次に掲げる事項を公表することとする。
一　基金の名称
（新設）
（新設）
二　保有個人データの利用目的
三　加入者等からの保有個人データの利用目的の通知の求め又は当該本人を識別する保有個人データの開示、訂正、追加若しくは削除、利用の停止若しくは消去若しくは第三者提供の停止（以下「開示等」という。）の請求に応じる手続

（新設）
四　苦情又は相談の窓口
２ 前項第三号の開示等の請求を受け付ける方法は、●●（例：理事長）が別に定める。
（第三者提供）

第○条　基金は、第三者が次に掲げる事項を遵守することを了承した場合に限り、個人データ（個人番号を除く。以下この章において同じ。）を当該第三者に提供することができる。
一　当該個人データの改ざん及び複写又は複製（安全管理上必要なバックアップを目的とするものを除く）をしないこと

二　（略）

三　（略）

四　（略）
（新設）
２（略）
３（略）
４ 第２項の規定にかかわらず、基金は、あらかじめ次に掲げる事項を本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員会に届け出た場合は、本人の同意を得ることなく、個人データ（法第２条第３項に規定する要配慮個人情報を除く。）を当該第三者に提供することができる。
（新設）
一　第三者への提供を利用目的とすること

二　第三者に提供する個人データの項目
（新設）

三　第三者への提供の方法

四　本人の求めに応じて当該本人の識別される個人データの第三者への提供を停止すること

五　本人の求めを受け付ける方法
（新設）
（新設）
５　基金は、他の個人情報取扱事業者（法第２条第５項に規定する個人情報取扱事業者をいう。）又は行政機関が保有する個人データ等の提供を受ける場合は、第１項各号の規定を遵守するものとする。
（第三者提供を受ける際の確認等）

第○条　基金は、第三者から個人データの提供を受けるとき（第〇条第３項各号に該当する場合を除く。）は、次に掲げる事項を確認しなければならない。

一　当該第三者の氏名又は名称並びに法人にあっては、その代表者（法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人）の氏名

二　（略）

２　基金は、前項の確認を行ったときは、次に掲げる事項に関する記録を作成しなければならない。

　一　（略）

　二　（略）

　三　その他個人情報保護委員会規則で定める事　　
　　 項

３　（略）
（委託等に基づく提供）

第○条　次に掲げる場合において、基金から個人データの提供を受ける者は、前3条の規定の適用については、第三者に該当しないものとする。

　一　（略）

　二　（略）

三　特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき
（新設）
（開示）

第○条　基金は、本人から基金が保有する当該本人を識別する個人データについて開示の請求があったときは、遅滞なく、当該個人データを開示しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
一　（略）

二　（略）
三　（略）
（訂正等）

第○条　基金は、本人から基金が保有する当該本人を識別する個人データについて訂正、追加又は削除（以下「訂正等」という。）の請求があったときは、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく調査を行い、その結果に基づき、当該個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
（利用停止等）

第○条　基金は、本人から基金が保有する当該本人を識別する個人データが違法に取り扱われている又は違法に取得されたものであるとして、当該個人データの利用の停止又は消去（以下「利用停止等」という。）の請求があった場合で、その請求に理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な範囲で、遅滞なく、当該個人データの利用停止等を行わなければならない。
２　基金は、本人から基金が保有する当該本人の個人データが違法に第三者に提供されているとして、当該第三者への提供の停止の請求があった場合、その請求に理由があることが判明したときは、遅滞なく、当該個人データの第三者への提供を停止しなければならない。

３　前２項の規定にかかわらず、基金は、当該個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止について、多額の費用を要することなどにより当該措置をとることが困難な場合は、本人の権利利益を保護するために必要なそれに代わるべき措置をとることができる。
（新設）
（本人あて通知）

第〇条　基金は、前３条の開示等に関する対処について決定したときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知する。

２　前項の決定が、本人から求められ、又は請求されたものと異なるものである場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めるものとする。
（要配慮個人情報の取扱い）

第〇条　基金は、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報（法第２条第３項に規定する要配慮個人情報をいう。）を取得しないものとする。ただし、法第１７条第２項各号に基づき取得する場合は、この限りでない。

（匿名加工情報・仮名加工情報の取扱い）

第○条　基金は、加入者等の個人情報を加工して得られる匿名加工情報（法第２条第９項に規定する匿名加工情報をいう。）を作成しないものとする。
（新設）





〇〇〇〇企業年金基金特定個人情報取扱規程の一部を変更する規程（案）

〇〇〇〇企業年金基金の特定個人情報取扱規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

特定個人情報取扱規程変更理由書
この規程変更は、「個人情報の保護に関する法律等の一部を改正する法律」（令和２年法律第４４号）の施行に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が改正されたこと等により、〇〇〇〇企業年金基金特定個人情報取扱規程において、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文

	新
	旧

	（事務取扱担当者）

第８条 （略）

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う業務に従事する際、番号法及び個人情報保護法並びに関連法令、個人情報保護委員会が策定するガイドライン等（以下「法令等」という。）、本規程等並びに事務取扱責任者の指示に従い、特定個人情報等の保護に十分な注意を払うものとする。

（個人情報保護委員会への報告等）

第〇条の２　特定個人情報管理責任者は、漏えい等その他の特定個人情報の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第29条の４第１項及び第２項に基づく特定個人情報の漏えい等に関する報告等に関する規則（平成27年特定個人情報保護委員会規則第５号。以下「個人情報保護委員会規則」という。）で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。

２　前項に規定する場合には、特定個人情報管理責任者は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

附　則

この規程は、令和○年〇月〇日から施行し、
令和４年４月１日から適用する。
	（事務取扱担当者）

第８条 （略）

２ 事務取扱担当者は、特定個人情報等を取り扱う業務に従事する際、番号法及び個人情報保護法並びに関連法令、特定個人情報保護委員会が策定するガイドライン等（以下「法令等」という。）、本規程等並びに事務取扱責任者の指示に従い、特定個人情報等の保護に十分な注意を払うものとする。

（新設）





（別紙）年金・一時金の支給に関する事務（支払いに伴い税務当局等に提出が必要な法定調書の作成に係る事務に限る。）に係る事務フロー（第４条）
①【個人番号の取得】
受給権者または将来給付が見込まれる者（以下「受給権者等」という。）から新たに個人番号の提供を受ける場合は、以下取扱いとする。
・個人番号の取得にあたり、事前に受給権者等に対し個人番号の利用目的を通知する。
・事務取扱担当者は、裁定に必要な書類（裁定請求書等）とともに、下表の書類を受給権者等から受領する。
　※以下（１）（２）では代表的な書類を例示しており、国税庁告示等に定める書類（方法）も可。
・事務取扱担当者は、受領した書類等をもとに、番号法第16条に従って本人確認（「番号確認」
および「身元（実存）確認」を指す。以下同じ。）を行う。

（１）番号確認に係る書類
	書類名称
	備考

	個人番号カードの写し
	・個人番号は裏面に記載
・両面の写しを提出することで（２）身元（実存）確認も併せて実施可

	通知カードの写し
	通知カード上の記載事項が住民票記載事項と一致している場合のみ使用可
※相違している場合「個人番号が記載された住民票の写し」の提出要

	個人番号が記載された住民票の写し
	死者の個人番号は取得不可


（２）身元（実存）確認に係る書類
	書類名称
	備考

	個人番号カードの写し
	両面の写しを提出することで（１）番号確認も併せて実施可

	運転免許証の写し、パスポートの写し
	

	上記のほか、国税庁告示等で認められた書類２点
	公的医療保険の被保険者証の写し（※）＋住民票の写し　等


　　※被保険者証に記載の記号・番号、保険者番号および左記情報にアクセスできるＱＲコードは
提出者にマスキングを実施いただくよう案内し、マスキングされずに提出があった場合、
受領後にマスキングを実施。
（３）個人番号が記載される可能性がある申告書等
	書類名称
	備考

	退職所得の受給に関する申告書
	退職所得となる一時金支払時に受領

	租税条約に関する届出書
	租税条約を適用し非居住者への給付を居住地国課税とする場合に受領


なお、個人番号取得事務について、企業年金基金を設立した母体企業に委託する場合は、委託内容について書面により合意することとし、番号法第16条に規定する本人確認も当該母体企業が行う。
②【特定個人情報の提供】
事務取扱担当者は、上記①に基づき本人確認を行った後、個人番号を源泉徴収等事務の委託先へ提供する。提供にあたっては送付手段に応じて以下の取扱いとする。
・書類にて送付する場合は事務取扱担当者以外の者に見られることがないように封緘等の適切な措置を講じたうえで、特定記録郵便等の追跡可能な手段で送付する。
・電子媒体を用いて送付する場合は暗号化またはパスワード設定等の措置を講じ、特定記録郵便等の追跡可能な手段で送付する。
・通信を用いて送付する場合は専用回線または暗号化等の措置を講じる。
③【特定個人情報の保管】
特定個人情報の記載のある書類等を保管する場合は以下の取扱いとする。
所管法令等により保存期間が定められているものについては、当該期間を経過するまでの間、特定個人情報等を保管する。
・施錠保管できるキャビネット等に保管する。
・保管状況を確認できる管理簿を備付ける。
・源泉徴収等事務の委託先が特定個人情報ファイルを作成・保管する場合は、以下の取扱いを求める。
－外部からの不正アクセス等を防止するためのファイアウォール等の設置やデータの暗号化又はパスワードによる保護等を行う。

－定期的に取扱状況について報告する。
④【法定調書等の作成】
源泉徴収等事務の委託先は、取得した個人番号を利用して、源泉徴収票等の法定調書等を作成する。
この場合、源泉徴収等事務の委託先の事務取扱担当者は、第４条に規定する事務以外の目的で個人番号を利用してはならない。

⑤【法定調書等の行政機関への提出】
源泉徴収等事務の委託先は、法定調書等を行政機関へ提出するにあたっては、行政機関が指定する提出方法に従う。
⑥【源泉徴収票の本人への交付】
源泉徴収等事務の委託先は、所得税法等に従い本人に対して以下の源泉徴収票を交付するが、当該源泉徴収票（本人交付用）に個人番号の記載は行わない。
	源泉徴収票の名称

	退職所得の源泉徴収票

	公的年金等の源泉徴収票


⑦【特定個人情報の廃棄】
必要がなくなった特定個人情報（番号確認に係る書類や身元（実存）確認書類を含む）については以下の取扱いとする。
なお、保管年限が法令で定められている書類については、当該法定保管年限経過後廃棄する。
（例「退職所得の受給に関する申告書」の保管年限は提出期限の属する年の翌年１月１０日の翌日から７年間）
・できるだけ速やかに復元できない手段で削除または廃棄する。
・削除または廃棄にあたっては削除・廃棄記録を作成し、保管する。
・源泉徴収等事務の委託先に対しても同様の取扱いを求める。


特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針（雛形）
●●企業年金基金は、業務を通じて取り扱う加入者、受給者等の個人番号及び特定個人情報（以下「特定個人情報等」という。）並びに当企業年金の職員その他従業者の特定個人情報等の適正な取扱いの確保について当企業年金として取り組むために本基本方針を定めます。
１．特定個人情報等の適正な取扱い
当企業年金は、特定個人情報取扱規程を策定し、特定個人情報等を適正に取り扱います。
２．関係法令・ガイドライン等の遵守
当企業年金は、特定個人情報等に関する法令、個人情報保護委員会が策定するガイドラインその他の規範を遵守し、特定個人情報等を適正に取り扱います。
３．安全管理措置に関する事項
当企業年金は、特定個人情報等の安全管理措置に関して、特定個人情報等の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の特定個人情報等の適切な管理のために必要な措置を講じます。
４．特定個人情報等に関する問合せ窓口
当企業年金は、特定個人情報等の取扱いに関する問合せ等に適切に対応いたします。

特定個人情報等の取扱いに関するご質問や苦情に関しては、下記の窓口宛にご連絡ください。
　
　　当企業年金の特定個人情報等お問合せ窓口
　　＜事務所所在地＞
　　＜特定個人情報管理責任者又は担当者（又は部署名）＞
　　＜電話番号＞＜受付時間＞
＜メールアドレス＞

○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）
○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書
この規約変更は、令和３年９月２７日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」（令和３年厚生労働省令第１５９号）が公布されたことにより「「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（令和３年９月２７日付事務連絡）が発出されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換）
第〇〇条　この基金の中途脱退者は、企業
型年金加入者（確定拠出年金法（平成１　
３年法律第８８号）第２条第８項に規定　
する企業型年金加入者をいう。）又は個人
型年金加入者（同条第１０項に規定する
個人型年金加入者をいう。以下同じ。）の
資格を取得したときは、この基金に当該
企業型年金の資産管理機関又は同法第２条第５項に規定する連合会（以下「国民年金基金連合会」という。）への脱退一時金相当額の移換を申し出ることができる。
２　（略）
３　（略）
４　（略）

（連合会への残余財産の移換）
第〇〇条　終了制度加入者等（この基金
が解散した日においてこの基金が老齢給
付金の支給に関する義務を負っていた者
に限る。以下この条及び次条において同じ。）は、清算人に、残余財産（前条第１項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条及び次条において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。
２　（略）
３　（略）

（国民年金基金連合会への残余財産の移換）
第〇〇条の２　終了制度加入者等は、個人型年金加入者の資格を取得したときは、清算人に、残余財産の国民年金基金連合会への移換を申し出ることができる。
２　前項の申出があったときは、この基金は、国民年金基金連合会に当該申出に係る残余財産を移換する。
３　国民年金基金連合会が前項の規定により残余財産の移換を受けたときは、第〇〇条第１項の規定の適用については、当該残余財産は、当該終了制度加入者等に分配されたものとみなす。

　
附　則
この規約は、令和○年○月○日から施行する。

（連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換）
第〇〇条　この基金は、中途脱退者等（法第９１条の２７第１項に規定する中途脱退者等及び平成２５年改正法附則第５５条第１項に規定する老齢基金中途脱退者等をいい、連合会が支給する老齢給付金又は老齢年金給付の受給権を有する者を除く。）が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会にこの基金への積立金又は年金給付等積立金等の移換を申し出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける。
２　（略）


	（確定拠出年金への脱退一時金相当額の移換）
第〇〇条　この基金の中途脱退者は、企業
型年金加入者（確定拠出年金法（平成１
３年法律第８８号）第２条第８項に規定
する企業型年金加入者をいう。）又は個人
型年金加入者（同条第１０項に規定する
個人型年金加入者をいう。）の資格を取得
したときは、この基金に当該企業型年金の
資産管理機関又は同法第２条第５項に規
定する連合会（以下「国民年金基金連合
会」という。）への脱退一時金相当額の移
換を申し出ることができる。
２　（略）
３　（略）
４　（略）
（連合会への残余財産の移換）
第〇〇条　終了制度加入者等（この基金
が解散した日においてこの基金が老齢給
付金の支給に関する義務を負っていた者
に限る。以下この条において同じ。）は、清算人に、残余財産（前条第１項の規定により各終了制度加入者等に分配される残余財産をいう。以下この条において同じ。）の連合会への移換を申し出ることができる。
２　（略）
３　（略）

（新設）

（連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換）
第〇〇条　この基金は、中途脱退者等（法第９１条の２６第１項に規定する中途脱退者等及び平成２５年改正法附則第５５条第１項に規定する老齢基金中途脱退者等をいい、連合会が支給する老齢給付金又は老齢年金給付の受給権を有する者を除く。）が、この基金の加入者の資格を取得した場合であって、連合会にこの基金への積立金又は年金給付等積立金等の移換を申し出たときは、連合会から当該申出に係る積立金又は年金給付等積立金等の移換を受ける。
２　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）
○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書
この規約変更は、令和３年９月１日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」（令和３年法律第３７号）が施行されたことに伴い、厚生労働大臣に提出する年金数理に関する業務に係る書類について、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認する場合、当該書類への年金数理人の押印及び署名を不要とし、記名に改められたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（年金数理関係書類の年金数理人による
確認）
第〇条　この基金が厚生労働大臣（規則第１２１条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生（支）局長に委任されている場合にあっては、地方厚生（支）局長）に提出する規則第１１６条第１項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、記名したものでなければならない。
附　則
この規約は、令和〇年〇月〇日から施行する。

	（年金数理関係書類の年金数理人による確認）
第〇条　この基金が厚生労働大臣（規則第１２１条の規定に基づき厚生労働大臣の権限が地方厚生（支）局長に委任されている場合にあっては、地方厚生（支）局長）に提出する規則第１１６条第１項各号に掲げる年金数理に関する業務に係る書類は、当該書類が適正な年金数理に基づいて作成されていることを年金数理人が確認し、署名押印したものでなければならない。





○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、当基金が現在実施している福祉事業の内容を明確化することに伴い、所要の措置を講ずるもので
ある。
新旧対照条文
	新
	旧

	＜例１＞

第〇条 この基金は、加入者及び加入者であった

者の福祉を増進するため、次の福利及び厚生に
関する事業を行う。

一 加入者又はその遺族に対する慶弔金の支給

二 加入者に対する災害見舞金の支給
２　前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議
員会の議決を経て別に定める。
＜例２＞
第○条　この基金は、加入者及び加入者であった

者の福祉を増進するため、福利及び厚生に関する事業を行う。
２　前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て次の各号に掲げる規程に定める。
一　弔慰金支給規程
二　災害見舞金支給規程
　　　附　則
　この規約は、令和〇年〇月〇日から施行する。



	第〇条 この基金は、加入者及び加入者であった者の福祉を増進するため、必要な事業を行うことができる。

２　前項の事業の実施に関し必要な事項は、代議員会の議決を経て別に定める。





○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財務及び会計規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第７７号）の施行等に伴う「「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成３０年６月２２日付年企発０６２２第１号）の発出により、設立形態が総合型である企業年金基金において、年金資産（純資産）が２０億円を超えた決算の翌々年度から会計監査又は合意された手続が導入されるにあたり、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課事務連絡「総合型基金における公認会計士等による合意された手続等の実施にあたっての留意事項」（２０１８（平成３０）年１２月２７日付）において勘定科目が追加されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（別表第１）

勘定科目表

（業務経理業務会計）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
流動負債

（略）

業務委託費等

未払業務委託費等

（略）
業務委託費等

未払業務委託費

未払運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金数理人費

未払ＡＵＰ費

（略）

業務委託費

運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料
年金数理人費

ＡＵＰ費
附　則
この規程は、令和○年○月○日から施行する。



	（別表第１）

勘定科目表

（業務経理業務会計）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
流動負債

（略）

業務委託費等

未払業務委託費等

（略）

業務委託費等

未払業務委託費

未払運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

未払年金数理人費

（略）

業務委託費

運用ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料

年金財政ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ料
年金数理人費





○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
２　代議員会に出席することのできない代議員は、第○条第１項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一～二　（略）

　三　出席した代議員の氏名、第○条第２項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。




	（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一～二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。


２　前項の場合において、代議員が令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものであるときは、本人から、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき賛否の意見を明らかにした書面（以下「賛否の意見を明らかにした書面」という。）を事前に徴し、これにより確認しなければならない。

３　第１項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。
４　前３項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。
５　（略）

（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。ただし、令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものは、この限りでない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少及び令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものから事前に徴した、賛否の意見を明らかにした書面を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一～二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）、書面参加した代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）
　四～六　（略）

２～３　（略）

　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。



	（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。

２　前項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。

３　前２項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。

４　（略）
（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一～二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。
２　（略）

３　代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システムを用いて行う。

（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所（テレビ会議システムを活用する場合にはその方法を含む。）を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法を含む。）
　二　（略）

　三　出席した代議員の氏名（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）及び第○条の規定により代理された代議員の氏名

　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。


	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。

２　（略）
（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）
（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所
　

二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。

新旧対照条文
	新
	旧

	（開会の宣言）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。
２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
３　テレビ会議システムを活用する場合には、議長は、出席代議員（開催場所外から出席する者も含む。）が相互に画像及び音声を正確に発信及び受信できていることを確認する。

（散会及び延会）
第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。
２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。
３　テレビ会議システムを活用した場合には、議長は、正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働した状態で審議が終了したことを確認する。

（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法、並びに第○条第３項及び第○条第３項の確認事項を含む。）

　二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）及び互選代議員の氏名（数）（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）
２～３　（略）
　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。



	（開会の宣言）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。

２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
（新設）
（散会及び延会）

第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。

２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。

（新設）
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所
　二　（略）

　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




○○○○企業年金基金規約の一部を変更する規約（案）

○○○○企業年金基金規約の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。
規約変更理由書

この規約変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって議決権又は選挙権を行使することを可能とし、また、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。
２　（略）

３　代議員会は、代議員の求めに応じてテレビ会議システムを用いて行う。

（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所（テレビ会議システムを活用する場合にはその方法を含む。）を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）

（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
２　代議員会に出席することのできない代議員は、第○条第１項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって、議決権又は選挙権を行使することができる。

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法を含む。）
　二　（略）


　三　出席した代議員の氏名（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）、第○条第２項の規定により書面により議決権又は選挙権を行使した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）

　　　附　則

この規約は、令和○年○月○日から施行する。


	（代議員及び代議員会）

第○条　この基金に代議員会を置く。

２　（略）
（新設）
（代議員会の招集手続）

第○条　理事長は、代議員会を招集しようとするときは、緊急を要する場合を除き、開会の日の前日から起算して５日前までに到達するように、代議員に対して、会議に付議すべき事項、日時及び場所を示した招集状を送付するほか、これらの事項を公告しなければならない。
２　（略）
（定足数）

第○条　代議員会は、代議員の定数（第○条の規定により議決権を行使することができない代議員の数を除く。）の半数以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
（新設）

（会議録）

第○条　代議員会の会議については、会議録を作成し、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所
　

二　（略）

　三　出席した代議員の氏名及び第○条の規定により代理された代議員の氏名
　四～六　（略）

２～４　（略）




○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金代議員会会議規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

代議員会会議規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金・個人年金課長通知「確定給付企業年金法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年厚生労働省令第１２１号）の施行等に伴う「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（平成２９年１１月８日付事務連絡）の発出等に伴い、代議員会に出席することのできない代議員が、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき、賛否の意見を明らかにした書面をもって議決権又は選挙権を行使することを可能とし、また、代議員の求めに応じてテレビ会議システム等を用いて代議員会を行うことを可能とするため、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（開会の宣告）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。
２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
３　テレビ会議システムを活用する場合には、議長は、出席代議員（開催場所外から出席する者も含む。）が相互に画像及び音声を正確に発信及び受信できていることを確認する。

（散会及び延会）
第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。
２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。
３　テレビ会議システムを活用した場合には、議長は、正常に議論が交わされ、システムが正常に稼働した状態で審議が終了したことを確認する。

（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。


２　前項の場合において、代議員が令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものであるときは、本人から、あらかじめ通知のあった会議に付議すべき事項につき賛否の意見を明らかにした書面（以下「賛否の意見を明らかにした書面」という。）を事前に徴し、これにより確認しなければならない。

３　第１項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。
４　前３項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。
５　（略）

（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。ただし、令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものは、この限りでない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少及び令第１７条又は規約第○条第２項により書面参加したものから事前に徴した、賛否の意見を明らかにした書面を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
　一　開会の日時及び場所（テレビ会議システムを活用した場合にはその方法、並びに第○条第３項及び第○条第３項の確認事項を含む。）

　二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）及び互選代議員の氏名（数）（テレビ会議システムにより出席した代議員についてはその旨を含む。）、書面参加した代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）
　四～六　（略）

２～３　（略）

　　　附　則

この規程は、令和○年○月○日から施行する。


	（開会の宣告）

第○条　議長は、開会の時刻に至ったときは、会議を開くことを宣告しなければならない。

２　議長が会議を開くことを宣告するまでは、何人も議事について発言することはできない。
（散会及び延会）

第○条　議事日程に記載した案件の議事を終えたときは、議長は散会を宣告する。

２　終了予定時刻を過ぎても議事が終わらないときには、議長は、延会することができる。

（定足数の確認）

第○条　議長は、出席代議員数が、令第１４条又は規約第○条の規定による定足数に達しているか否かを点呼により自ら確認しなければならない。

２　前項の場合において、代議員が令第１７条により代理出席したものであるときは、代理人から代理権を証する書面を徴し、これにより確認しなければならない。

３　前２項により代議員会が成立したときは、議長は、議事に先だってその旨を会議に報告しなければならない。

４　（略）
（表決）

第○条　表決の際議場にいない代議員は、表決に加わることができない。

第○条　（略）
２　（略）

第○条　議長が表決を採ろうとするときは、議題について可とする者を挙手させ、挙手した者の多少を認定して、可否の結果を宣言する。ただし、議長は、挙手した者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席代議員の○分の１以上から意義を申し立てたときは、議長は、記名投票で表決を採らなければならない。
（会議録）

第○条　会議録には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

　一　開会の日時及び場所

二　（略）
　三　出席した選定代議員の氏名（数）、互選代議員の氏名（数）並びに代理出席を委任した代議員の氏名（数）及び委任を受けた代議員の氏名（数）

　四～六　（略）

２～３　（略）




令和○○年○○月○○日
議決権行使書（見本）
○○○○企業年金基金
理事長　　○○○○殿
実施事業所名　：　○○○○株式会社
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（選定・互選）代議員　　氏　名　：　○○○○　　 eq \o\ac(○,印)　
　私は、令和○○年○○月○○日開催の○○○○企業年金基金の第〇〇回代議員会の各議案について、次の通り議決権を行使いたします（賛成・反対を○印で表示）。
（審議事項）
第１号議案　　（　賛成　・　反対　）
　　　************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第２号議案　　（　賛成　・　反対　）
     ************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第３号議案　　（　賛成　・　反対　）
************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第４号議案　　（　賛成　・　反対　）
　　　************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
第５号議案　　（　賛成　・　反対　）
　　　************に関する件　　　　 [意見：　　　　　　　　　　　　    　]
以　上

○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財務及び会計規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知「「確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令」（平成２８年政令第３７５号）等の施行に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成２８年１２月１４日付年企発１２１４第１号）の発出により、リスク対応掛金の拠出に係る確定給付企業年金の勘定科目が一部追加されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（別表第１）

勘定科目表
（年金経理）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
１．純資産

流動資産

（略）

１．経常収支

掛金等収入

（略）
現金・預貯金

未収掛金

（略）

掛金等収入

（略）
現金

普通預金

当座預金

未収標準掛金

未収特別掛金

未収リスク対応掛金
未収特例掛金

未収事務費掛金

（略）

標準掛金収入

特別掛金収入

リスク対応掛金収入
特例掛金収入

事務費掛金収入

（略）
附　則
この規程は、令和○年○月○日から施行する。

	（別表第１）

勘定科目表
（年金経理）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
１．純資産

流動資産

（略）

１．経常収支

掛金等収入

（略）
現金・預貯金

未収掛金

（略）

掛金等収入

（略）
現金

普通預金

当座預金

未収標準掛金

未収特別掛金

未収特例掛金

未収事務費掛金

（略）

標準掛金収入

特別掛金収入

特例掛金収入

事務費掛金収入

（略）





○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を変更する規程（案）

○○○○企業年金基金財務及び会計規程の一部を別添の新旧対照条文のとおり変更する。

財務及び会計規程変更理由書

この規程変更は、厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知「「確定給付企業年金法施行令の一部を改正する政令」（平成２８年政令第３７５号）等の施行に伴う「確定給付企業年金の規約の承認及び認可の基準等について」の一部改正について」（平成２８年１２月１４日付年企発１２１４第１号）の発出により、リスク分担型企業年金の導入に係る確定給付企業年金の勘定科目が一部追加されたことに伴い、所要の措置を講ずるものである。
新旧対照条文
	新
	旧

	（別表第１）

勘定科目表
（年金経理）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
１．純資産

流動資産

（略）

１．経常収支

掛金等収入

（略）
現金・預貯金

未収掛金

（略）

掛金等収入

（略）
現金

普通預金

当座預金

未収標準掛金

未収特別掛金

未収リスク分担型企業年金掛金
未収特例掛金

未収事務費掛金

（略）

標準掛金収入

特別掛金収入

リスク分担型企業年金掛金収入
特例掛金収入

事務費掛金収入

（略）
附　則
この規程は、令和○年○月○日から施行する。

	（別表第１）

勘定科目表
（年金経理）

大分類
中分類
小分類
科目
科目
１．純資産

流動資産

（略）

１．経常収支

掛金等収入

（略）
現金・預貯金

未収掛金

（略）

掛金等収入

（略）
現金

普通預金

当座預金

未収標準掛金

未収特別掛金

未収特例掛金

未収事務費掛金

（略）

標準掛金収入

特別掛金収入

特例掛金収入

事務費掛金収入

（略）
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最低積立基準額の算定に用いる予定利率の変更に伴う財政運営規程変更について





【令和４（２０２２）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】





（１）現在、告示どおりの利率としている場合


①令和４年度の財政検証も告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【変更の必要はありません】


②令和４年度の財政検証においては告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＡ】





（２）現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めている場合


①令和４年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合　　　　　・・・【パターンＢ】


現在の利率が、０．１６％～１．１６％の範囲内に収まらない場合は、パターンＣまたはＤの


取扱いになります。


②令和４年度の財政検証において現在の利率から、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内の


別の利率に変更する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＣ】


③令和４年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合　　　　　　　　　・・・【パターンＤ】





【令和５（２０２３）年度の財政検証（非継続基準）に用いる予定利率について】





（１）現在、告示どおりの利率としている場合


①令和５年度の財政検証も告示どおりの利率とする場合　　　　・・・【変更の必要はありません】


②令和５年度の財政検証は告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める


場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＥ】





（２）現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めている場合


①令和５年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合　　　　　・・・【パターンＦ】


現在の利率が、０．２１％～１．２１％の範囲内に収まらない場合は、パターンＧまたはＨの


取扱いになります。　


②令和５年度の財政検証において現在の利率から、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内の


別の利率に変更する場合　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・【パターンＧ】


③令和５年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合　　　　　　　　　・・・【パターンＨ】














【パターンＡ】


現在、告示どおりの利率としており、令和４年度の財政検証は告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める場合  





０．１６％～１．１６％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





令和４年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＢ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和４年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合


  





代議員会の議決日





令和４年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＣ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和４年度の財政検証において現在の利率から、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内の別の利率に変更する場合


  





０．１６％～１．１６％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





令和４年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＤ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和４年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合  





代議員会の議決日





令和４年度の事業年度末日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＥ】


現在、告示どおりの利率としており、令和５年度の財政検証は告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定める場合  





０．２１％～１．２１％の範囲内で代議員会にて議決する利率





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＦ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和５年度の財政検証においても現在の利率を変更しない場合


  





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＧ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和５年度の財政検証において現在の利率から、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内の別の利率に変更する場合


  





代議員会の議決日





０．２１％～１．２１％の範囲内で代議員会にて議決する利率





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





【パターンＨ】


現在、告示の利率に０．５％を加減した利率の範囲内で利率を定めており、令和５年度の財政検証は告示どおりの利率とする場合  





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





通知の発出に伴う監事監査規程の変更について





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の議決日





給付裁定時の添付書類の省略等に伴う規約変更・給付規程変更について


（１）－１　給付裁定時の添付書類の省略に伴う規約変更








現行規約において「基本添付書類」の定義が


ない場合は、追加が必要です





第４７条第６項で「連合会」の定義を示しているため、第９６条では「連合会」の定義を削除します。





第４７条第６項で「機構保存本人確認情報」の定義を示しているため、第１２８条では「機構保存本人確認情報」の定義を削除します。





代議員会の議決日





【ご参考】新たに企業年金連合会と業務委託契約を締結し、「機構保存本人確認情報」の提供を受ける場合は、その旨を「業務の委託」の条に規定する必要があります。





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








給付裁定時の添付書類の省略等に伴う規約変更・給付規程変更について


（１）－２　給付裁定時の添付書類の省略に伴う給付規程変更





「老齢給付金に係る年金の裁定請求」の条で「機構保存本人確認情報」の定義を示しているため、「生存に関する届書の提出」の条では「機構保存本人確認情報」の定義を削除します。





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








給付裁定時の添付書類の省略等に伴う規約変更・給付規程変更について


（２）事務連絡の発出に伴う給付規程変更について





当規程の「死亡の届出」の条文





当規程の「死亡の届出」の条文





最終章の「雑則」に追加





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








個人情報保護法の改正に伴う個人情報保護管理規程の変更について








・規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。


・また、当個人情報保護管理規程（雛形）は企業年金連合会より提供された雛形にもとづくものですので、基金様の実態等に合わせて、適宜修正願います。





「第三者提供」の条文





「第三者提供」・「第三者提供に係る記録の作成等」・「第三者提供を受ける際の確認等」の条文





「開示」・「訂正等」・「利用停止等」の条文





代議員会の議決日





「利用目的に基づく取扱い」の条の次に新設








マイナンバー法の改正に伴う特定個人情報取扱規程の変更について





・規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。


・また、当特定個人情報取扱規程（雛形）は企業年金連合会より提供された雛型にもとづくものですので、　　基金様の実態等に合わせて、適宜修正願います。





委員会の名称変更（既に反映済みであれば、対応不要）





代議員会の議決日





「情報漏えい等事案への対応」の条の


次に新設





「特定個人情報取扱規程（別紙）」の変更（差替え）案です。基金様の実務と相違する点については、適宜


修正をお願いいたします。





＜ご参考＞


「特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針」


の企業年金連合会による雛形





・当「基本方針」は企業年金連合会より提供された雛形にもとづくものですので、基金様の実務等に合わせて、適宜修正願います。


・当「基本方針」については「特定個人情報保護委員会」を「個人情報保護委員会」に改めているのみであり、当社からは既にご案内済みの内容です（年金NEWS2016.1.7②【DB】マイナンバーに関する規約・規程について③）。








制度間の年金資産の移換（ポータビリティ）の改善に伴う規約変更について





新設する「国民年金基金連合会への残余財産の移換」（後述）の条文において、「個人型年金加入者」について記載されているため、条文に追加する





新設する「国民年金基金連合会への


残余財産の移換」（後述）の条文





「残余財産の分配」の条文





遅くとも基金解散までに規約の変更が必要。





令和４年５月１日施行の改正ＤＢ法において、「中途脱退者等」について規定されている条文が変更になることに伴い、「「確定給付企業年金規約例」の一部改正について」（令和３年９月２７日付事務連絡）において、規約例の変更が行われています。現行規約において、「連合会からの積立金又は年金給付等積立金等の移換」の条文がある場合は、以下の規約変更が必要です。





改正ＤＢ法（令和４年５月１日施行）において、中途脱退者の定義を定めている条文





前条（連合会への残余財産の移換）と同じ条数





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。











年金数理人の署名・押印廃止に係る規約変更について





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。











福祉事業の具体内容の規約上の明確化について





代議員会の議決日


（遡及の必要なし）





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。





ＡＵＰの導入に伴う財務及び会計規程変更について


（資産２０億円超の総合型ＤＢ基金）





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ａ－１）「書面による議決権・選挙権の行使」の方法を用いて開催する場合の規約変更





「代議員会の招集手続」の条文





「定足数」の条文





代議員会の議決日





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ａ－２）「書面による議決権・選挙権の行使」の方法を用いて開催する場合の


代議員会会議規程変更





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｂ－１）「テレビ会議システムやウェブ会議システム等」の方法により開催する場合の


規約変更





代議員会の議決日





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｂ－２）「テレビ会議システムやウェブ会議システム等」の方法により開催する場合の


代議員会会議規程変更





「開会の宣言」の条文





「散会及び延会」の条文





代議員会の議決日





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｃ－１）「書面による議決権・選挙権の行使」および「テレビ会議システムやウェブ


会議システム等」の方法により開催する場合の規約変更





「代議員会の招集手続」の条文





「定足数」の条文





規約の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ｃ－２）「書面による議決権・選挙権の行使」および「テレビ会議システムやウェブ


会議システム等」の方法により開催する場合の代議員会会議規程変更





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「定足数」の条文（ＤＢ規約）





「開会の宣言」の条文





「散会及び延会」の条文





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








代議員会の運営方法に関する規約・規程変更について


（ご参考）「書面による議決権・選挙権の行使」の際に使用する、「賛否の意見を明らかにした書面」（議決権行使書）の雛形について





リスク対応掛金の拠出・リスク分担型企業年金の導入に伴う規程変更について


（１）リスク対応掛金を拠出する場合





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。








リスク対応掛金の拠出・リスク分担型企業年金の導入に伴う規程変更について


（２）リスク分担型企業年金を導入する場合





規程の条項等の構成については、基金様によって異なる場合がございますので、適宜ご対応ください。
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